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鳥取県東伯郡琴浦町中尾８４－１ 

米久おいしい鶏株式会社 
 

2021年 4月 １日から 
 

2022年 3月 31日まで 



負債の部
科     目

【流動負債】
買掛金
未払金
未払費用
賞与引当金
未払法人税等
未払事業税等
その他流動負債
流動負債合計

【固定負債】
退職給付引当金
資産除去債務
長期繰延税金負債
その他固定負債
固定負債合計
負債合計

金     額

1,378,102
300,973
160,168
107,401
7,574
21,376
5,881

1,981,479

175,790
2,935

212,990
7,064

398,779
2,380,258

純資産の部
科     目

【株主資本】
資本金

【資本剰余金】
資本準備金
資本剰余金合計

【利益剰余金】
(その他利益剰余金)
繰越利益剰余金
圧縮記帳積立金
利益剰余金合計

株主資本合計
純資産合計
負債純資産合計

金     額

290,000

590,000
590,000

4,797,833 )(
4,182,342

615,490
4,797,833
5,677,833
5,677,833
8,058,092

科     目
資産の部

【流動資産】
現金及び預金
売掛金
商品及び製品
原材料
仕掛品
貯蔵品
短期貸付金
前払費用
未収入金
その他流動資産
流動資産合計

【固定資産】
(有形固定資産)
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具器具備品
土地
建設仮勘定
有形固定資産合計

(無形固定資産)
ソフトウェア
無形固定資産合計

(投資その他の資産)
出資金
長期前払費用
敷金保証金
保険積立金
投資その他の資産合計

固定資産合計
資産合計

金     額

103,038
1,080,546

61,048
8,750

206,747
3,143

321,723
55,654
129,988
10,710

1,981,352

2,526,624
459,158

1,668,929
18,849
208,372

1,087,179
78,297

6,047,412

2,629
2,629

395
11,819
13,685

798
26,699

6,076,740
8,058,092

(単位：千円)

貸 借 対 照 表

米久おいしい鶏　株式会社

2022年  3月 31日　現在
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個 別 注 記 表 

 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

1. 資産の評価基準及び評価方法 

(1)棚卸資産  

 商品・原材料 先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 
 製品・仕掛品 先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 
 貯蔵品 先入先出法による原価法 

 

2. 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）  定率法 

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４

月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっ

ております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物           2年～ 40年 

建物附属設備     2年～ 29年 

構築物          2年～ 60年 

 

 (2) 無形固定資産 

   ソフトウェア 

 

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に

基づく定額法によっております。 

 

3. 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(3) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しており

ます。 

 

4.収益及び費用の計上基準  

商品又は製品の販売に係る収益は、主に卸売又は製造等による販売であり、顧客との販売契約において、商

品又は製品を引き渡す義務を負っており、これらの履行義務を充足する時点は、通常商品又は製品の引渡時

であります。ただし、商品又は製品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間が数日間程度である

ため、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第 98 項に定める代替的な取扱いを適用し、主として出荷時

に収益を認識しております。 
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5. その他計算書類作成のための基本となる事項 

 (1) 連結納税制度の適用 

当社は、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用してお

ります。 

 

(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所

得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行

及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税

制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に 関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 

2020年３月 31日)第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第 28号 2018年２月 16日)第 44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい

て、改正前の税法の規定に基づいております。 

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに

税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開

示に関する取扱い」(実務対応報告第 42号 2021年８月 12日)を適用する予定であります。 

 

会計方針の変更に関する注記 

1.収益認識に関する会計基準等の適用 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2020年 3月 31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ

ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 

 

当期純損益金額 

 当期純利益   420,357千円 

 (注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。 
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